
きのこグループ蒸気ボイラ更新業務に関する仕様書 

 

 

１．業務の名称 

  きのこグループ蒸気ボイラ更新業務 

    

２．更新業務内訳  

培地調整室 殺菌釜付帯蒸気ボイラの撤去・交換 

 

〇既存の殺菌釜に対応できること 

 

〇故障時に修理可能な機器とすること 

 

〇蒸気ボイラの仕様 

① 蒸気ボイラ （例示品：サムソン「TU-200R」） 

・簡易ボイラ（多管式貫流ボイラ） 

・使用燃料      ：灯油 

  ・換算蒸気量    ：200kg/h 

・電源        ：3相 200V  

・最高圧力     ：0.98MPa 

・ボイラ効率    ：87% 

・保有水量     ：53ℓ 

・熱出力      ：125kw 

・取扱資格     ：免許不要 

・外形寸法     ：高さ 1,644mm×幅 933mm×奥行 777mm 程度 

・排気管直径    ：φ200mm 

    ※同等品可 

 

② 全自動軟水装置    （例示品：サムソン「SS-1DJ」） 

  ・樹脂       ：強酸性陽イオン交換樹 

  ・樹脂量      ：6ℓ 

  ・最大通水量    ：0.36 ㎥/h 

  ・除去硬度重量   ：270g/ｻｲｸﾙ 

  ・最大採水量    ：5.4 ㎥/ｻｲｸﾙ 

・電源          ：AC100V 

    ・質量       ：42kg 

・外形寸法       ：高さ 648mm×幅 230mm×奥行 440mm 程度 

（既存と同じ位置に取り付けること。） 

      ※同等品可  



 ③薬注装置  （例示品：「CP-X-31D , PTS-30」） 

  ・タンク容量    ：30ℓ 

   ※同等品可 

 

 ３．納入条件 

   ・見積り内容には、撤去、運搬、解体・処分業務（資材廃棄、マニフェスト込み）を

含むこと。 

 ・設置後は試運転を行なうこと。  

 ・消防法等による官庁書類作成を行うこと。 

 

４．納入場所 

 大分県豊後大野市三重町大字赤嶺２３６９ 

 大分県農林水産研究指導センター林業研究部きのこグループ 

 

５．納入期限 

 令和 ６ 年 １０ 月 ３１ 日（木） 

 

６．その他 

（１）業務内容等で疑義が生じたときは事前に問い合わせ先に確認すること。 

（２）作業計画については担当者と十分打ち合わせを行うこと。 

 

７．問い合わせ先 

 大分県豊後大野市三重町大字赤嶺２３６９ 

  大分県農林水産研究指導センター研究部きのこグループ 

  担 当 者：山下 和久 

   電話番号：０９７４－２２－４２３６ 



契  約  書（案） 

 

１ 業 務 の 名 称  きのこグループ蒸気ボイラ更新業務 

２ 履 行 期 間  自 令和６年８月ヽヽ日   

                       至 令和６年１０月３１日   

３ 契 約 金 額  ￥ ヽヽヽヽヽヽヽヽ－ 

（うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ￥ ヽヽヽヽヽヽ－） 

４ 契 約 保 証 金  契約金額の百分の十以上（又は免除） 

   上記業務の委託について、発注者 大分県農林水産研究指導センター農業研究部長 

藤 原 博 文 を甲とし、受注者ヽヽヽヽヽヽヽヽを乙とし、次の条項により契約を締

結する。 

 

 （総則） 

第１条 乙は、別添の蒸気ボイラ更新業務に関する仕様書（以下「仕様書」という。）に

基づき頭書の契約金額（以下「契約金額」という。）をもって、頭書の履行期間（以下

「履行期間」という。）内に、頭書の業務（以下「業務」という。）を信義に従って誠

実に履行しなければならない。 

２ 前項の仕様書に明示されていないものがある場合は、甲乙協議して定めるものとする。 

 

 （権利義務の譲渡等） 

第２条 乙は、本契約により生ずる権利又は義務の全部又は一部を、甲の承諾を得た場合 

を除き第三者に譲渡し又は継承させてはならない。 

 

 （再請負等の禁止） 

第３条 乙は、本業務の全部又は一部を第三者に再請負することはできないものとする。 

ただし、本業務の履行のため合理的に必要な最小限の範囲で、事前に甲と協議し、その 

 承諾を得た場合においてはこの限りではない。 

２ 前項の場合、乙は、自らの責任で再請負先に本契約に基づく一切の義務を遵守させる 

ことを条件として、甲の機密情報又は個人情報を再請負先に提供し、これを利用させる 

ことができるものとする。                    



 

 （監督員） 

第４条 甲は、監督員を定めたときは、書面をもってその氏名を乙に通知するものとする。 

 監督員を変更したときもの同様とする。 

２ 監督員は、本契約に定めるもののほか、仕様書等に定めるところにより次の権限を有 

する。 

（１） 業務の実施に関する乙または乙を代理して乙の従業員を管理し、指揮監督する者 

（以下「現場代理人」という。）との業務連絡及び調整 

（２） 業務の実施状況に関する立会及び業務の実施結果に関する確認 

 

 （現場代理人） 

第５条 乙は、本業務の実施にあたり、現場代理人を定め、書面をもってその氏名を甲に

通知しなければならない。現場代理人を変更したときも同様とする。 

２ 現場代理人は、常に監督員と連携を保ち、次に掲げる職務を行う。 

（１） 業務の実施の総括管理 

（２） 乙の従業員の指揮監督 

（３） 業務の実施に関する監督員との業務連絡及び調整 

 

 （業務の計画、報告等） 

第６条 乙は仕様書に定める業務の実施計画を策定し、書面（別添「業務の実施計画書（第

１号様式）及び実施計画書（第２号様式）」をもって甲に提出しなければならない。 

２ 乙は、前項の実施計画に基づき本業務を実施するものとする。 

３ 乙は、建物及び施設等に損傷又は不良箇所を発見したときは、速やかに甲に報告しな

ければならない。 

４ 甲は、必要と認めるときは、本業務の実施状況について調査し、又は乙の報告を求め

ることができる。 

 

 (費用の負担) 

第７条 乙が業務の実施のため必要とする資材、機器等は、乙の負担とする。 

２ 甲は、乙が業務の実施のために、大分県農林水産研究指導センター林業研究部きのこ



グループ施設内で必要とする施設及び用水、光熱等のうち仕様書等に定めるものを無償

で提供する。 

 

 (法令の遵守) 

第８条 乙は、乙の従業員に対する雇用者及び使用者として、労働基準法、労働安全衛生 

法、職業安定法その他の関係法令を遵守し、その責任を負うものとする。  

 

 （業務の調査等） 

第９条 甲は、必要がある場合には、乙に対して本業務の進捗状況につき、調査し、又は

報告を求めることができる。 

 

 （業務内容の変更等） 

第１０条 甲は、必要がある場合には、本業務の内容を変更し、又は本業務を一時中止し、

若しくは打ち切ることができる。この場合において、契約金額又は契約期間を変更する

必要があるときは、甲乙協議して定めるものとする。 

２ 前項の場合において、乙が損害を受けたときは、甲は、その損害を賠償しなければな

らない。この場合において、賠償額は、甲乙協議して定めるものとする。 

 

 （履行期間の延長） 

第１１条 乙は、その責めに帰することができない理由により、履行期間までに本業務を

完了できないときは、甲に対して、遅滞なくその理由を付して履行期間の延長を求める

ことができる。 

２ 甲は、前項の請求があったときは、事実を調査し、やむを得ない理由があると認めた

ときは、履行期間を延長するものとする。 

 

 （損害の負担）  

第１２条 本業務の処理に関し発生した損害（第三者に及ぼした損害を含む。）は、乙の

負担とするものとする。ただし、その損害が甲の責めに帰する理由による場合において

は、この限りではない。 

 



 （履行遅延の場合における遅延利息等）   

第１３条 甲は、乙が、履行期間内に業務を完了することができない場合は、遅延日数に

応じ、契約金額に対し、政府契約の支払遅延防止等に関する法律（昭和２４年法律第２

５６号）第８条第１項の規定により財務大臣が決定する率を乗じて計算した額の遅延利

息を徴収するものとする。 

２ 前項の遅延利息は、甲の乙に対する債務と相殺することができる。 

３ 甲の責めに帰する理由により、第１８条第２項の契約金額の支払が遅れた場合は、乙

は、遅延日数に応じ、未受領金額に対し、政府契約の支払遅延防止等に関する法律（昭

和２４年法律第２５６号）第８条第１項の規定により財務大臣が決定する率を乗じて計

算した額の遅延利息を、甲に対して支払を請求することができるものとする。 

 

 （義務違反の場合における損害賠償） 

第１４条 乙は、自らが本契約に定める義務に違反し甲又は第三者に損害を発生させた場 

合、甲の算定に基づき当該損害を補償又は賠償する責任を負担するものとする。 

２ 甲は、前項に基づき乙が甲に対し賠償すべき額について、乙が協議の申し入れをした 

 場合には、これに応じ、乙の義務違反の程度、損害発生の態様及びその他の事情を考慮 

 し、賠償額の減額について協議を行うものとする。 

 

 （機密の保持） 

第１５条 甲及び乙は、本業務における「機密情報」を、本契約に基づき相手方から提供

を受ける技術情報及び行政の運営上の情報等で、次の各号に該当するものと定義する。 

（１）秘密である旨が明示された文書、図面その他の有体物又は電子文書・電磁的記録

として提供される情報 

（２）秘密である旨を告知した上で、口頭で提供される情報であって、口頭による提供

後遅滞なく当該情報の内容が機密である旨を明示された書面により提供されたもの 

 

 （検査及び引渡し）   

第１６条 乙は、本業務が完了したときは、その旨を書面によりすみやかに甲に通知しな

ければならない。 

２ 甲は、前項の通知を受けたときは、その日から起算して１０日以内に検査を行い、検 



査に合格した後、成果物引渡書により成果物の引渡しを受けるものとする。 

３ 前項の検査に合格しないときは、乙は、甲の指定した期間内に補正を行い、甲の再検 

査を受けなければならない。この場合において、前項の期間は、甲が乙から補正完了の

通知を受けた日から起算するものとする。 

 

 （契約金額の支払）  

第１７条 乙は、前条の規定による検査に合格したときは、所定の手続に従って、契約金

額の支払を請求するものとする。 

２ 甲は、前項の請求があったときは、適法な請求を受けた日から起算して３０日以内に 

契約金額を支払わなければならない。 

 

 （部分払） 

第１８条 甲が必要と認める場合は、乙は、物品の完納前に物品の即納部分に相当する金

額以内の金額の部分払いを甲に請求することができる。 

 

 （契約の解除） 

第１９条 甲は、次の各号の一に該当するときは、この契約を解除することができる。こ

の場合において、解除により乙に損害があっても、甲は賠償の責めを負わない。  

（１）乙の責めに帰すべき理由により履行期間内に業務が完了しないと明らかに認めら

れるとき、又は履行期間経過後相当の期間内に完了する見込みがないと認められる

とき。 

（２）乙に誠意がなく、完全に業務が完了する見込みがないと認められたとき。 

（３）契約の履行に関し、不正の行為があると認められたとき。 

（４）乙が暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律

第７７号）第２条第６号に規定する暴力団員をいう。）又は暴力団（同条第２号に

規定する暴力団をいう。）若しくは暴力団員と密接な関係を有する者と認められた

とき。 

 

 （違約金）  

第２０条 前条の規定により、甲が契約を解除したときは、乙は委託金額の１０分の１を



違約金として甲の指定する期日までに納付しなければならない。 

 

 （契約外の事項）   

第２１条 この契約に定めのない事項又は契約について疑義が生じた事項については、必 

要に応じて甲乙協議して定めるものとする。 

 

 本契約の証として本書２通を作成し、当事者が記名押印のうえ、各自１通を保持する。 

 

  令和６年８月ヽヽ日 

 

                             甲 発  注  者   

                 住     所 豊後大野市三重町赤嶺２３２８－８ 

                                          大分県農林水産研究指導センター 

農業研究部長 藤原 博文  印 

                                     

                             乙 受  注  者 

                                 住 所    ヽヽヽヽヽヽヽヽ 

                                 商号又は名称    ヽヽヽヽヽヽヽヽ 

                                 代 表 者 氏 名    ヽヽヽヽヽヽヽヽ    印 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第１号様式（第６条関係） 

業務の実施計画書 

令和６年８月ヽヽ日  

 大分県農林水産研究指導センター 

農業研究部長 藤 原 博 文 殿 

                    住 所 

                    商号又は名称 

                    代 表 者 氏 名                     印 

 

 令和６年８月ヽヽ日に締結した きのこグループ蒸気ボイラ更新業務について、下記

のとおり実施計画を作成したので、契約書第６条第１項の規定により提出します。 

 承認してくださいますよう、よろしくお取り計らいください。 

記 

１ 完了予定年月日 令和６年１０月ヽヽ日 

２ 添付書類 実施計画書（工程表）（第２号様式）  

 

第２号様式                             （別添） 

実施計画書（工程表） 

大分県農林水産研究指導センター 

農業研究部長 藤 原 博 文 殿 

             住 所 

                    商号又は名称 

                    代 表 者 氏 名                     印 

 

１ 業務名  きのこグループ蒸気ボイラ更新業務 

２ 業務期間 自 令和６年８月ヽヽ日～至 令和６年１０月ヽヽ日 

業務内容 （着手）       業務日程                   (完成) 

  

       

 


